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「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大

臣が定める者及び研修」に規定する研修について

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年三月十

四日厚生労働省令第三十四号。以下「基準」という。）及び指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「予

防基準」という。）において、指定認知症対応型通所介護事業者（指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者を含む。以下同じ。）、指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業者を含む。以下同じ。）、指定認知症対応型共同生活

介護事業者（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者を含む。以下同じ。）及び指

定複合型サービス事業者の管理者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応

型共同生活介護事業者及び指定複合型サービス事業者の計画作成担当者、指定小規模多機

能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者及び指定複合型サービス事業

者の代表者が修了することとした別に厚生労働大臣が定める研修については、「指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研

修」（平成二十四年厚生労働省告示第百十三号。以下「第百十三号告示」という。）に規

定しているところであるが、第百十三号告示の具体的な内容については下記のとおりであ



るので通知するとともに、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹

底を図るとともに、その取り扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。

なお、本通知をもって「「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ

スに関する基準について」に規定する研修について」（平成十八年三月三十一日老計発〇

三三一〇〇六号・老振発〇三三一〇〇六号・老老発〇三三一〇〇六号厚生労働省老健局計

画・振興・老人保健課長連名通知）は廃止するが、基準附則第二条から第五条まで及び予

防基準附則第二条から第六条までにおいて規定された経過措置は従前のとおりであること

を念のため申し添える。

記

１ 管理者（第百十三号告示第二号及び第六号）

(1) 研修

指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知

症対応型共同生活介護事業所及び指定複合型サービス事業所を管理、運営していくた

めに必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するた

めの研修は、次のとおりである。

「認知症対応型サービス事業管理者研修」

「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成十八年三月三十一日老発第

〇三三一〇一〇号厚生労働省老健局長通知。以下「十八年局長通知」という。）及び

「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成十八年三月三十一日老

計発第〇三三一〇〇七号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「十八年課長通知」と

いう。）に基づき、各都道府県及び指定都市において実施される研修をいう。

(2) 経過措置

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十四年厚生労働省令第三十号。

以下「省令」という。）附則第三条及び第五条において規定された経過措置は、次の

とおりである。

ア 平成二十五年三月三十一日までの間に開設するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所であって、本体事業所が指定複合型サービス事業所であるものの管

理者（本体事業所の管理者をもって充てる場合に限る。）については、平成二十五

年三月三十一日までに前記研修を修了していればよい。

イ 平成二十五年三月三十一日までの間に開設する指定複合型サービス事業所の管理

者については、平成二十五年三月三十一日までに、前記研修を修了していればよい。

(3) みなし措置

指定認知症対応型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者並びに指定

複合型サービス事業者の管理者については、(1)及び(2)にかかわらず、下記のア及び

イの研修を修了している者は、既に必要な研修を修了しているものとみなして差し支

えない。



なお、指定認知症対応型共同生活介護事業者の管理者については、既に義務付けら

れていた研修を修了していることを要するものである。

ア 平成十八年三月三十一日までに、２の(1)の②のア又はイの研修を修了した者で

あって、平成十八年三月三十一日に、現に特別養護老人ホーム、老人デイサービス

センター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の

職務に従事している者。

イ 指定認知症対応型共同生活介護事業者の管理者については、前記アの他、以下の

研修を修了した者。

・認知症高齢者グループホーム管理者研修

「認知症介護研修等事業の実施について」（平成十七年五月十三日老発第〇五一

三〇〇一号厚生労働省老健局長通知。以下「十七年局長通知」という。）及び「認

知症介護研修等事業の円滑な運営について」（平成十七年五月十三日老計発第〇五

一三〇〇一号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「十七年課長通知」という。）

に基づき実施されたものをいう。

２ 計画作成担当者（第百十三号告示第三号、第五号、第七号及び第九号）

(1) 研修

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定複合型サービス事業所において、利

用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、

地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を修得させるための研修は、

次のとおりである。

「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」

都道府県及び指定都市において、十八年局長通知及び十八年課長通知に基づき実

施される研修をいう。

② 指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえ

た認知症対応型共同生活介護計画を作成するために必要な認知症介護に関する実践

的な知識及び技術を修得させるための研修は、次のとおりである。

「実践者研修」又は「基礎課程」

都道府県及び市町村において、十八年局長通知及び十八年課長通知に基づき実施

される実践者研修若しくは下記の通知に基づき実施された各研修をいう。

ア 実践者研修

都道府県及び指定都市において、十七年局長通知及び十七年課長通知に基づき

実施されたものをいう。

イ 基礎課程

「痴呆介護研修事業の実施について」（平成十二年九月五日老発第六二三号厚

生省老人保健福祉局長通知。以下「十二年局長通知」という。）及び「痴呆介護

研修事業の円滑な運営について」（平成十二年十月二十五日老計第四十三号厚生

省老人保健福祉局計画課長通知。以下「十二年課長通知」という。）に基づき実

施されたものをいう。

(2) 経過措置



省令附則第三条及び第五条において規定された経過措置は、次のとおりである。

ア 平成二十五年三月三十一日までの間に開設するサテライト型小規模多機能型居宅

介護事業所の計画作成担当者（介護支援専門員を置く場合を除く。）については、

平成二十五年三月三十一日までに前記(1)の①の研修を修了していればよい。

イ 平成二十五年三月三十一日までの間に開設する複合型サービス事業所の計画作成

担当者については、平成二十五年三月三十一日までに前記(1)の①の研修を修了し

ていればよい。

３ 代表者（第百十三号告示第四号及び第八号）

(1) 研修

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指

定複合型サービス事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その

他の事項に関する知識や技術を習得させるための研修は、次のとおりである。

「認知症対応型サービス事業開設者研修」

都道府県及び指定都市において、十八年局長通知及び十八年課長通知に基づき実施

される研修をいう。

(2) 経過措置

省令附則第三条及び第五条において規定された経過措置は、次のとおりである。

平成二十五年三月三十一日までの間に開設するサテライト型小規模多機能型居宅介

護事業所（本体事業所が指定複合型サービス事業所であるものに限る。）又は複合型

サービス事業所の代表者については、平成二十五年三月三十一日までに前記研修を修

了していればよい。

(3) みなし措置

(1)及び(2)にかかわらず、下記の研修を修了している者は、既に必要な研修を修了

しているものとみなして差し支えない。

ア 実践者研修又は実践リーダー研修、認知症高齢者グループホーム管理者研修

都道府県及び指定都市において、十七年局長通知及び十七年課長通知に基づき実

施されたものをいう。

イ 基礎課程又は専門課程

都道府県及び指定都市において、十二年局長通知及び十二年課長通知に基づき実

施されたものをいう。

ウ 認知症介護指導者研修

都道府県及び指定都市において、十二年局長通知及び十二年課長通知並びに十七

年局長通知及び十七年課長通知に基づき実施されたものをいう。

エ 認知症高齢者グループホーム開設予定者研修

都道府県及び指定都市において、「介護予防・地域支え合い事業の実施について」

（平成十三年五月二十五日老発第二一三号厚生労働省老健局長通知）に基づき実施

されたものをいう。


